
（2） 会計年度任用職員の賃金
　・付加報酬分は廃止するが、期末手当を任期が６月未満の者及び月の勤

　　務時間が65時間以下の者を除き支給する。

　・通勤費用弁償及び公務旅行に係る費用弁償を支給する。

　・期末手当が支給されない非常勤講師等の報酬については、付加報酬分

　　を考慮して単価を設定する。

　・「職員の給与に関する条例」に基づいて支給する。

　・職務の級は１級とする。

　・給与号給の上限は設けない。ただし60歳を超える職員の給料号給は、

　　再任用職員との均衡を考慮して調整する。

　・前歴については、正規職員と同様の基準により決定する。ただし、55

　　歳を超える期間に係る経験年数は、正規職員との均衡を考慮して算入

　　しない。

　・諸手当については、正規職員と同様の基準により支給する。

　・赴任旅費については、正規職員に準ずる。

（3）    海事職調整額
　　　海洋科学高校大型実習船（翔洋丸）乗務員には海事職調整額が適用

されますが、海事職の調整数は１のため、調整基本額がそのまま調整

額となります。

職　種

海事職

職　　　　　　　　　名 調整数

1船長、航海士、甲板長、甲板員、機関長、機関士

操機長、機関員、通信長、司厨員

（2019.4.1適用）

職務の級

１級

２級

３級

４級

５級

６級

調　　整　　基　　本　　額

6,200円

7,000円

8,600円

10,600円

12,200円

12,800円

　７． 臨時的任用職員・会計年度任用職員の賃金（2020.4.1～）
　（1）    臨時的任用職員の賃金

職　　種　　名

高等学校に勤務する非常勤講師 ×

報酬単価
１日あたりの
勤務時間

－
１時間
あたり

2,945円

勤務日数

－

期末手当
有無
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もう・ろう学校、支援学校に勤務する
非常勤講師

×－
１時間
あたり

3,135円 －

もう・ろう学校、支援学校の高等部に
勤務する初任者研修に係る非常勤講師

×－
１時間
あたり

2,815円 －

もう・ろう学校、支援学校の高等部以外
に勤務する初任者研修に係る非常勤講師

×－
１時間
あたり

2,705円 －

もう・ろう学校、支援学校に勤務する非
常勤講師（医療的ケアに関わる看護師）

○6時間日額 10,680円 年間210日以内

○4時間日額 7,120円 年間210日以内

支援学校に勤務する給食補助員 ○4時間日額 5,180円 年間210日以内

学校事務非常勤職員
（再雇用非常勤職員含む）

○6時間45分日額
6,880円～
8,110円

1日あたり18日

教員業務支援アシスタント ○6時間日額
5,390円～
6,120円

年間
1,200時間以内

県立学校舎監業務非常勤職員 ○－日額
日勤5,120円
夜勤9,720円

－

図書館業務に従事する非常勤職員 ○6時間45分日額
6,060円～
6,880円

1月あたり18日

会計年度任用職員（農務技師） ○6時間45分日額
6,880円～
8,110円

年間216日以内

会計年度任用職員（介助員） ○7時間45分日額
7,900円～
9,310円

年間216日以内

会計年度任用職員（調理員） ○7時間45分日額
7,900円～
9,310円

年間216日以内

技労職に係る産休・育休・病休・研修・
休職代替職員

○－日額
6,060円～
6,880円

－

農務技師（学校週５日関連） ○－日額
6,060円～
6,880円

－

調理員（４時間） ○　日額
3,590円～
4,080円

　

休暇代替調理員 ×－日額 6,060円～
6,880円

－

休暇代替調理員（４時間） ×－日額 3,590円～
4,080円

－

高等学校に勤務する初任者研修に係る
非常勤講師

×－
１時間
あたり

2,815円 －

-24-


